
資料３

第１１回協働のまちづくり市民会議資料

（仮称）山口市まちづくり基本条例素案の中間案（案）

平成20年4月12日

条　文　個　票



前文
大

項目

【プロセス会議条文案】

　山口市は、癒しに満ちた森林地域、実り豊かな田園地域、波高煌めく海浜地域を有するととも
に、活気溢れる商業地域、広域交流の結節地域、歴史文化の薫る美観地域を兼ね備え、多方面に
わたる発展が期待される県都です。

このように、将来性豊かな私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力によって培われたものであり、
これをさらに発展させて次世代に伝えていくことが、私たちの重要な使命です。住んで良かった
と思えるまち、訪れてみたいと思えるまち、人との絆を大切に共生の心を涵養できるまち、子ど
もたちが夢と希望を持ち健やかに成長できるまちづくりには、生活者としての市民が持つ、豊か
な創造性と社会経験が十分に生かされることが必要です。私たちは、市民としての役割を自覚
し、まちづくりに積極的に参加・参画していかなければなりません。

そのためには、市民と、これまでまちづくりの推進役を担ってきた行政とが、相互にその特長を
認め合いながら、協働してまちづくりを進めていく必要があります。地域社会を構成する多様な
主体が、ともに地域社会を支えるパートナーであることを認識し合い、行政との適切な役割分担
のもと、連携してまちづくりに取り組む必要があるのです。

このような認識の下に、市民と行政とが、協働してまちづくりを進めるために必要なルールを示
すものとして、この条例を制定します。

前文 第10回市民会議資料3の条文

前文
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前文（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

○第１段落
・合併によって多様な地域特性を有することになったことを踏まえ、やや抽象的に表現にして
　います。
・私たち市民が自らの居住地域に誇りを感じられるように、多様な地域特性それぞれの長所
　を、将来への期待も込めて表現しています。

○第２段落
・まちづくりへの積極的な参加・参画を促すために、私たち市民がまちづくりに参加することは、
　先人より託された使命であるとともに、住みよいまちをつくるために不可欠であることを強調
　しています。
・私たち市民が目指すまちのあり方を、一般的に表現しています（二重下線部分は、第７回
　会議で示されたキーワードです）。

○第３段落
・市民と行政とが協働してまちづくりをすすめる必要があることを強調しています。
・市民には、個人としての市民以外に、地域コミュニティ、市民団体など多様な主体がある
　こと、それぞれの長所を認め合い協働してまちづくりをすすめる必要があることを強調して
　います。

○第４段落
・この条例が、協働のまちづくりのルールとなることをシンプルに表現しています。
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第１条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１条

（目的）

この条例は、市民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定
めるとともに、市民と行政の役割を明らかにし、ともに考え協力し、行動することに
より、個性豊かで活力 のある自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。

総則 第10回市民会議資料3の条文

目的 第1条

この条例は、市民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定
めるとともに、市民と市の役割を明らかにし、ともに考え協力し、行動することによ
り、個性豊かで活力のある自立した地域社会の実現を図ることを目的とする。

（目的）
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第１条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１条は、この条例の目的を定めたものです。目的規定は、条例を構成する条文の
　はじめに、条例の目的を示し、各条文の解釈となるものです。

【条文の説明】
　・この条例は、『まちづくりの主役は市民である』という考え方のもと、市民参画と協働
　によるまちづくりを市民のみなさんに身近なものとするため、わかりやすいルールや
　仕組みを規定しています。

　・条例を制定することによって、より多くの市民が市と一緒になって、
　『個性豊かで活力ある自立した地域社会』の実現を目指し、誰もが住みたい、
　住み続けたい、暮らしやすいと思う山口市を次世代に引き継ぎたいと考えています。

　・『個性豊か』とは、それぞれの地域の特徴を活かし、大切にし、自主性や独自性が
　あること。

　・『活力がある』とは、これからも永く暮らせる、もっと心豊かで、住み良く、元気で
　持続可能なこと。

　・『自立した』とは、地域のことを一番わかっている市民が、自らが気づき、考え、
　実践していく、創意工夫のプロセスが地域住民の生きがいや満足感となり、
　地域のニーズや特性に合わせたきめ細やかな公共サービスも提供できること。

　・『地域』は、特定の区域を限定した区域ではなく、自治会などの班単位から、学校区
　や地区、山口市全体という広域での地域の概念も含んでいます。

【意見等】
　《第6回市民会議の発表》
　・『心豊かに永く暮らせる住み良いまちをつくる』、『市民の主体性とあらゆる組織の
　権利や責務を明確にする』が大きな柱です。

　・市民が市とつながり合い、相互に支え合えるまちづくりを推進するための
　『しくみ（基本的な事項）』を定める。
　
　・市民の権利と責務及び市【及びまちづくりに関わる様々な主体
　（第6回市民会議の発表以降に度々議論されている）】の役割を明らかにする。
　
　・市民自らがまちづくりに参画し、協働する（⇒言い換え：ともに考え協力し、行動する）
　
　・住民自治の実現を図る（⇒言い換え：自立）

-　4　-



第２条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２条

（１）

（２）

（３）

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２条

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

総則 第10回市民会議資料3の条文

定義 第2条

（定義）

（検討の必要な定義（案））
 
市民　　 （例１）市内に居住（在住）する者　←住んでいる人だけを規定する場合
 　　　　　（例２）市内に居住し、通勤し、又は通学する者　←住んでいる人、働く人、学ぶ人を規定する場合
 
市 　　        市長その他市の執行機関のことをいう。
 
事業者 　　  市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
 
まちづくり　　住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
 
市民参画　　市の基本的な計画の立案、実施及び、評価に至る過程において、市民が主体的に参加
　　　　　　　　することをいう

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。

協働　様々な主体が相手の特性を理解し尊重して、対等な立場で、共通の目的に向
かって責任と役割分担を明確にし、共に汗を流して取り組むことをいう。

地域コミュニティ　地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により、住み良い地
域社会を構築することを目的として構成された集まりのことをいう。

市民活動　営利を目的としない市民の自主的、主体的な社会貢献活動で、公益の増進
に寄与することを目的とする活動をいう。

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。

まちづくり　住み良い豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

（定義）

市民活動　営利を目的としない市民の自主的、主体的な社会貢献活動で、公益の増進
に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主た
る目的とするもの並びに選挙に関する活動を目的とするものを除く。

市民　市内に居住、通勤又は通学する者及び市内で公共的な活動を行う者、法人又は
団体をいう。

事業者　市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

協働　様々な主体が相手の特性を理解し尊重して、対等な立場で、共通の目的に向
かって責任と役割分担を明確にし、共に汗を流して取り組むことをいう。

地域コミュニティ　地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により、住み良い地
域社会を構築することを目的として構成された集まりのことをいう。

市  市長その他市の執行機関のことをいう。
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第２条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２条は、この条例で使用している用語の意義を定めています。この条例の解釈にあたり、
　　重要となる用語として、『まちづくり』、『市民』、『市』、『事業者』、『協働』、『地域コミュニティ』、
　　『市民活動』の７つの用語を掲げ、その定義を示しています。

【条文の説明】
　◎まちづくり（第１号）
　　　一般に、『まちづくり』には、道路や河川などの都市基盤の整備や防災活動、福祉活動など
　　の様々な事業や活動がありますが、この条例では、「住みよい豊かな地域社会」をつくるため
　　の事業や活動を『まちづくり』としています。

　◎市民（第２号）
　　　地方自治法に定める「住民」のほか、市内で働く人や通学する人、さらに市内で地域活動や
　　市民活動などの公共的な活動を行っている個人や団体を『市民』としています。
　　　このように市民の範囲を広げて定義しているのは、地域社会が抱える様々な課題の解決や
　　まちづくりを進めていくためには、山口市に関係する幅広い人々が力を合わせていく必要があ
　　ると考えているからです。
　　※　なお事業者については『市民』に含んでいません。
　　※　住民をはじめとした個人を『市民』、団体など含めたものを「市民等」とする案もありま
　　　　した。

　◎市（第３号）
　　　地方自治法や地方公営企業法等により、独立して事務を執行する市長、各行政委員会、監
　　査委員、水道事業管理者、消防長などの執行機関のことを『市』としています。
　　　執行機関とは、独自の執行権を有し、担任する事務について、自治体としての意思決定を
　　自ら行い、外部に表示することができる機関をいいます。
　
　◎事業者（第４号）
　　　『事業者』は、営利を目的に活動する企業や個人商店などのことをいいます。
　
　◎協働（第５号）
　　　『協働』とは、まちづくりの主体である市民と市、市民同士が、それぞれの責任と役割分担
　　に基づいて、お互いの立場や特性を尊重しながら協力しあい、ともに行動や活動することを
　　いいます。

　◎地域コミュニティ（第６号）
　　　地域では、自治会や町内会、子ども会、老人クラブ、ＰＴＡなど地域性と共同体意識を基盤
　　とした団体などにより様々な社会活動が行われています。このように、その地域内の生活環
　　境や暮らしを良くしたり、つながりや親睦を深める活動に関わる団体や集団を『地域コミュニ
　　ティ』としています。

　◎市民活動（第７号）
　　　『市民活動』とは、市民により自主的、自発的に取り組まれる営利を目的としない
　　　社会貢献活動をいいます。

【意見等】
　　・協働の定義（協働する上で重要なこと）
　　一緒に汗を流す。一緒のテーブルにつく。一緒に働く。主体の役割を明確にする。
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第３条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第３条

2

3

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第３条

2

3

総則 第10回市民会議資料3の条文

基本理念 第3条

市民は、自らの意思によって主体的にまちづくりに参加、参画するよう努めるものと
する。

市民と市は、補完性の原則に基づき、それぞれの果たすべき責任と役割を理解し、対
等な立場で交流・連携し、協働してまちづくりを推進するものとする。

市民と市は、まちづくりに関する互いの情報を共有するものとする。

（基本理念）

（基本理念）

市民は、自らの意思によって主体的にまちづくりに参加、参画するよう努めるものと
する。

市民と市は、補完性の原則に基づき、それぞれの果たすべき責任と役割を理解し、対
等な立場で 交流・連携し、協働してまちづくりを推進する。

市民と市は、まちづくりに関する互いの情報を共有する。
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第３条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第３条は、まちづくりを進めていくうえで常に考えておくべき基本的な考え方を、基本理念と
　　して掲げています。

【条文の説明】
　・この条例では、
　　①『主体的な市民の参加』
　　②『協働によるまちづくり』
　　③『情報の共有』　という３つの考え方を示しています。

　・第４条以降に、その具体的な内容を示しています。

【意見等】
　《第6回市民会議の発表》
　　・市民が主体的にまちづくりに関わっていく。（市民の主体性）
　　・まちづくりに関わる様々な主体がつながり合い、支えあう⇒交流・連携
　　・補完性の原則に基づき市民と市が役割を分担していく。
　　・情報共有の前提として、情報提供は市民の目線でわかりやすく行う。
　　・住民自治の充実には、あらゆる人・組織のまちづくりへの参加、協力が必要である。

【用語の補足説明】
　　補完性の原則…問題をより身近なところで解決しようとする考え方で、個人（家庭）が自立
　　　　　　　　　　　　した生活を送ることを基本として、援助の必要な身近な課題は、地縁や
　　　　　　　　　　　　社会的な使命を持った市民活動が支え、これらの活動では解決の難しい
　　　　　　　　　　　　課題や非効率なものについては行政が担うというものです。
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第４条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第４条

2

3

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第４条

2

3

市民の権利・役割 第10回市民会議資料3の条文

市民の権利 第4条

市民は、安心、安全な生活環境を目指して、まちづくりに参加、参画する権利を有す
るものとする。

市民は、市政に対して意見を提言する権利を有するものとする。

市民は、まちづくりに参画するために必要な情報の提供を受ける権利を有するととも
に、市の保有する情報について知る権利を有するものとする。

（市民の権利）

・第１項　「地域の活動」は、地域活動のほか、市民活動の参加もあるので、
⇒「まちづくりに関する活動」に変更

・第９回会議のときのたたき台には、「全ての市民は生涯にわたって、平等に学ぶ権利がある」という項が
あったが、どうして削除されたのか。
⇒（理由）：　憲法に保障された権利でもあり、あえて今回の条例にのせる必要性が見当たらないから
　　　　　　　　まちづくり条例の中で「学ぶ権利」を取り上げるのは唐突と思われたため
⇒しかし、「生涯にわたって平等に」という精神は大変重要なので、前文のほうに入れる。

・市民が議会に対して提言する権利について
⇒このたび議会でも基本条例策定に取り組んでいるので、今の段階では議会の役割についてはこの条例
に入らないと考えてよいのではないか。

（市民の権利）

市民は、安心、安全な生活環境を目指して、地域の活動に参加、参画する権利を有す
るものとする。

市民は、市政に対して意見を提言する権利を有するものとする。

市民は、まちづくりに参画するために必要な情報の提供を受ける権利を有するととも
に、市の保有する情報について知る権利を有するものとする。
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第４条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第４条では、市民参画と協働によるまちづくりを推進し、「住民自治」の確立を目指していくた
　　め、すべての市民がまちづくりに参加する権利があり、また、市政にも参画する権利がある
　　としています。その前提には、市が保有する情報を自ら取得し、その情報を知る権利があると
　　しています。

【条文の説明】
　・この条例では、市民の定義を住んでいる者から働き、学ぶ者、また市内で活動する団体や事
　　業者まで幅広く捉えていますが、この第４条ではまちづくりの原動力となる市民個人の権利に
　　重点を置いています。

　《第１項》
　・まちづくりの主役は市民であり、すべての市民は、年齢や性別に関係なく、まちづくりに参加、
　　参画する権利があるとしています。まちづくりに参加や参画する上ではみな平等であり、
　　参加や参画しないことによって不利益な扱いを受けることはありません。

　《第２項》
　・これからのまちづくりは、市民と市がともに考えて進めていかなければなりません。そのため
　　には、さらに市民に開かれた市政を実現し、市民も市政に関心を持つ必要があります。市民
　　も市政に対して意見を述べる権利があるとしています。

　《第３項》
　・まちづくりについて、市民が自ら考え、行動するためには、様々なまちづくりに関する情報が
　　市民に必要です。そのため、市民は、市の保有するまちづくりの情報について知る権利を有
　　するとともに、必要な情報の提供を受ける権利があるとしています。

【意見等】
　《第6回市民会議意見》
　　・市民が主体的にまちづくりに参加する必要がある。

　《第1回調整会議意見》
　　・各主体が自立して役割を果たすことにより、信頼関係や連携が生まれる。
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第５条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第５条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第５条

（市民の役割）

市民の権利・役割 第10回市民会議資料3の条文

市民の役割 第5条

・「地域社会に関心をもち」⇒「興味」という文言も加えたらどうか。
　　⇒一般的には、「関心」も「興味」も厳密に区別して使うものではないので、自主性をもって楽しんで参加
するということにあるので、「興味」に含まれる思いは解説のほうへ入れてはどうか。

（市民の役割）

市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心をもち、自ら
ができることを考え、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自ら
ができることを考え、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
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第５条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第５条は、協働によるまちづくりを実現し、住民自治を確立していくため、まちづくりの主体は
　　市民であることを明示し、その役割を示しています。

【条文の説明】
　・市民は、まちづくりの主体ということを自覚し、地域社会に興味や関心を持ち、各々の責任に
　　おいて積極的にまちづくりに参加することとしています。
　　これは、市民の力なくしてまちづくりを進めることはできないからです。

　・しかし、参加をしないことによって不利益な扱いを受けたり、参加を強制されるものではありま
　　せん。

　・この条例では、市民の定義を住んでいる者から働き、学ぶ者、また市内で活動する団体や事
　　業者まで幅広く捉えていますが、第５条ではまちづくりの原動力となる市民個人の役割に
　　重点を置いています。

　・市民の役割を規定するとき、「責務」とすべきか、「役割」とすべきかを議論しましたが、まち
　　づくりには市民の自主性や主体性を重んじるべき事柄であるため、「役割」としました。
　

【意見等】
　《第6回市民会議の意見》
　　・市民は、積極的に自治会活動やコミュニティ活動に参加する。

　《その他の意見》
　　・市民がまちづくりの主体であることを自覚しなければならない。
　　・権利意識が強い現状では、あまり権利を多く触れる必要がないのではないか。
　　・多様な人がいることが、地域コミュニティの豊かさです。それが認められる地域とするように
　　　努力する。
　　・市民は、まちづくりに興味を持ち参加してみる。市民ができること、行政ができること、事業
　　　者ができること、それぞれの立場を尊重し、特性を活かして役割を発揮し、ともに参加、参画
　　　していく必要がある。
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第６条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第６条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第６条

（協働の推進）

協働（協働の推進） 第10回市民会議資料3の条文

協働のまちづくり 第6条

・市民等という言葉は一般的ではない。わかりにくい。条例としてはふさわしくない言葉ではないか。

・「市民」は個人と取られる可能性もあるのではないか。

・「市民」とは何かを定義の中で謳えば「等」はいらないと思う。

（協働の推進）

市民等と市は、それぞれの特性を理解し、相互に尊重、補完し合いながら、協働によ
るまちづくりを積極的に推進するように努めるものとする。

市民と市は、それぞれの特性を理解し、相互に尊重、補完し合いながら、協働による
まちづくりを積極的に推進するように努めるものとする。
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第６条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第６条は、協働によるまちづくりの基本的な進め方を規定しています。

【条文の説明】
　・まちづくりの主体である市民と市、市民と市民は相互に協力、連携してまちづくりを進めていく
　　こととしています。
　・協働によるまちづくりを進めるにあたっては、相手を尊重し、理解することが重要になります。

【意見等】
　◎『協働』のあり方については、議論を重ね、様々な意見がありました。
　
　　・協働する目的は、住民自治の力を取り戻す、復活させることにある。
　　・協働する主体は、住民や地域コミュニティ組織、ＮＰＯや企業など多様な主体である。
　　・『対等』に向けては、主体同士が相互に尊重するとともに、それぞれの主体が自立性・主体
　　　性を確立することが必要である。
　　・協働を進める上で「対等」の関係が重要であるが、現実的にはまだまだ難しい。あえて踏み
　　　込むならば、気運の醸成からはじめるのがよい。
　　・協働をする際には、共通の目的がぶれず、見失わないようにすることが大切である。
　　・市は委託者としてお金を出すだけではなく、課題解決に向けて共に汗を流すことが、協働
　　　するうえでの大切なポイントになる。
　　・様々な主体が共に汗をながすことで、お互いが成長することができる。

　《その他の意見》
　　・協働には、補完し合える関係が大切である。
　　・協働とは、一緒に汗を流し、一緒に働くこと。
　　・協働の主体の役割を明確にする必要がある。
　　・思いつきのような協働はやめる。
　　・協働の成果をきちんと公開する。
　　・市民は、市の仕組みや施策、特性について学ぶ必要がある。
　　・目的を共有する。役割分担を明確にする。各々の役割を責任をもって果たす。
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第７条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第８条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第７条

2

協働（協働の推進） 第10回市民会議資料3の条文

協働の環境づくり 第8条

市は、協働を推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備など必要な環境
の整備に努めるものとする。

市は、協働を推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。

（協働の環境づくり）

・第7条は市民の主体性を育むソフト面のこと、第8条はハード面のことをそれぞれ謳い、対応させている。

・この環境づくりは、条例案第8条の（仮称）コミュニティ交流センターをイメージして謳ってある。

・第8条を施設整備という形で謳えば第7条との重複も薄くなり、整理もできる。

（協働の環境づくり）

市民等と市は、協働を推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。
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第７条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第７条は、協働によるまちづくりを推進する上での環境づくりを定めています。

【条文の説明】
　《第１項》
　・市民と市が一緒になって活動拠点の整備や情報発信など、協働によるまちづくりを推進
　　するための必要な環境づくりを行うことを規定しています。
　　環境づくりとして、活動（交流）拠点の整備、意識啓発、情報発信、ネットワークの構築などの
　　様々な取り組みを検討することとしてます。

　《第２項》
　・市では、公共を様々な主体が協働して担っていく環境を整備するため、総合的かつ計画的な
　　施策を実施することとしています。

　・市では、協働によるまちづくりを着実に推進するための総合的かつ計画的な施策として、条例
　　の施行に併せて（仮称）山口市協働推進プランを策定することとしています。協働推進プラン
　　は、市民活動や地域活動を展開する団体の支援やボランティア意識の醸成など、市民の
　　社会貢献活動の促進に対する環境づくりを進めるほか、市民活動等との協働のあり方や
　　公共サービスの提供の進め方を示した具体的な協働によるまちづくりのガイドラインとなる
　　ものです。

　・市では、各地区に公民館を設置し、社会教育や生涯学習を推進しています。平成２１年度か
　　ら、公民館の機能に加えて、自治会などの様々な地域コミュニティ、ＮＰＯ法人やボランティア
　　団体などの市民活動団体が施設を活用できる、地域の総合的な拠点となる（仮称）地域交流
　　センターの設置を予定しています。

【意見等】
　・それぞれの課で協働を推進する。
　・担当課同士の調整の仕組みをつくる。

　
　第１０回会議では、第７条（第１０回会議時点での第８条）をハード整備、第８条（第１０回
会議時点での第７条）をソフト整備とする内容で協議が進んでおりましたが、第７条をソフト
とハードを含めた環境づくりを進める条文、第８条を特に人づくりに特化した条文としていま
す。
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第８条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第７条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第８条

2

3

協働（協働の推進） 第10回市民会議資料3の条文

人づくり 第7条

市は、まちづくりの担い手を発掘又は育成するための必要な施策を講ずるものとす
る。

市は、まちづくりを支える人材を支援するための必要な施策を講ずるものとする。

市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、中間支援機能の充実や強化など
市民の主体性や自立性をはぐくむ体制の整備を積極的に推進するものとする。

（人づくり）

・協働するときの市の役割ということで、協働の相手を育成することが、市の役割ではなくここにわざわざ
謳ってある。

・育成→支援じゃないか？まちづくりを支えていく人材を育成しないと、支えていく人材がいない。まず担い
手を育成していくことが先にあり、その人材を支援していくことが必要。

・発掘という言葉を入れたらどうか。まちづくりの担い手を発掘・育成し、それを支える人材を支援する。そう
いう意図でこの条文をつくった。

・自主的にまちづくりを進めている人、一歩を踏み出せてない人を巻き込むどっちの支援も必要。

・第7条は「市は～」と市の役割みたいになっているが、ひとづくりは協働していく主体がみんなやるべき。

・協働のまちづくりを進めるために、主体をつなぐコーディネーターが必要になる。条文は、自主的に活動す
る人、一歩を踏み出せてない人、つなげるコーディネーターを考えて整理した方が良い。

・条文を見るとイメージしにくいので、解説文に詳しく委員の思いを入れたほうが良いと思う。

（人づくり）

市は、まちづくりを支える人材を支援するとともに、その担い手を育成するための施
策を講ずるものとする。

市民等と市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民の主体性や自立性をはぐ
くむ環境を積極的に整備するものとする。
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第８条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第８条は、市民主体のまちづくりを行うための、人づくりについて規定しています。

【条文の説明】
　・この条文は第７条の「協働の環境づくり」の中でも重要な「人づくり」について条文化したもので
す。
　・地域コミュニティや市民活動団体などの多くが直面している課題として、『人材』の問題があり
　　ます。
　　「役員になる人がいない。」、「会員の確保が難しい」、「コーディネーター的人材が不足して
　　いる。」、「マネジメント能力のある人材が不足している。」などといった声が多く聞かれます。
　　今後、様々な地域の活動や市民の活動が活性化するためには、『人づくり』が非常に重要
　　です。

　《第１項》
　・まちづくりの主体である市民が、積極的かつ継続的にまちづくりに取り組むためには、その担
　　い手となる人材を発掘し、育成することが急務となっています。
　　そのため、市では必要な施策を講ずることとしています。

　《第２項》
　・市では、市民を対象とした各種セミナーや講座の開催、様々な情報提供、活動への支援など
　　を通じて、人材の発掘や育成、支援を講ずることとしています。

　《第３項》
　・協働を実現していく上では、担い手の創出等も重要であるとともに、市民と市、団体同士など
　　との間をつなぐコーディネーター役、いわゆる中間支援機能の充実が重要となります。
　　そこで、市民と市双方が、その機能を担える体制を整備することとしています。

【意見等】
　・人材育成は、地域コミュニティ・市民活動・行政などそれぞれで必要になる。
　・人材育成は行政だけがやることではなく、市民や各市民団体もその役割を担う。
　・地域にいる埋もれた人材を発掘することも必要である。
　・条文で基本的な考え方を謳い、人材育成の方法など具体的な施策は、協働のガイドライン
　　と実行計画になる（仮称）協働推進プランの中に記載していってはどうか。

　《その他の意見》
　　・「人材発掘」や「人材育成」については、特出しで条文が必要である。
　　・熟年パワーの活用が地域づくりにつながる。
　　・協働の必要性について学ぶ必要がある。
　　・コーディネーターの人材育成を
　　・市民への研修など通じて、市民が育つ環境づくりをつくる。
　　・在学中もまちづくりに参加、協力できる人材の育成が必要
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第９条 
大

【第10回市民会議条文協議案】

第２３条

2

第２４条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第９条

市は収集した情報は市報などさまざまな手法により公開に努めなければならない。

協働（協働の推進） 第10回市民会議資料3の条文

情報提供 第23条と第24条

個人情報の保護

市民と市は、協働を推進するため、相互にまちづくりに関する情報を提供することに
より、当該情報の共有に努めるものとする。ただし、情報の提供及び共有に当たって
は、個人情報の保護に配慮するものとする。

（情報公開）

（個人情報の保護）

市は、市民の権利及び利害が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければ
ならない。

項目

・第２３条第２項の「市報などさまざまな手法」は「適切な手法」に変更したらどうか

・基本理念には「情報共有が」あるにもかかわらず、条文として出てきていないので、『情報共有』について
は「協働の推進」のところに、新たに柱立てがよいのではないか。

・まちづくりに関するお互いの情報を共有するために、行政だけではなく、コミュニティ団体や市民団体が積
極的に情報発信する必要がある。

・第２４条の「利害が侵害」は「利益が侵害」に変更したらどうか。

・「個人情報の保護」というよりは、「個人情報の適切な取り扱い」にしたほうがよいし、個人情報の条文だけ
を特出しするよりは、第２３条に統合したらよいのではにか。

（情報の共有）

市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに公開できるように
整理保存、管理しなければならない。
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第９条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第９条は、まちづくりへの参加、参画や協働によるまちづくりを推進するための、情報共有
　　について定めています。

【条文の説明】
　・まちづくりを進めていくうえで、協働のパートナー同士が持っている情報を共有することは、
　　非常に重要です。そのため、双方が情報提供を行い、情報の共有化を図ろうとするものです。

　・これまで山口市では「山口市情報公開条例」や「山口市個人情報保護条例」を制定し運用して
　　きましたが、この条例では情報に関する考え方を一歩進めて、まちづくりに関する情報は、市
　　が積極的に公開・提供することはもちろんですが、市民が保有する情報も積極的に提供し、
　　情報の共有化を図り、まちづくりを進めていこうという考え方です。

　・まちづくりの情報の中には個人情報が含まれるものもあります。そのため、その提供や共有に
　　あたっては、個人情報の保護に配慮しなければいけません。

【意見等】
　・庁内で協働事例を共有する。
　・協働の成果をきちんと公開する。
　・市民自身も情報を習得する努力をする。情報を待つのではなく、自分自身で探してみる
　　ことも必要ではないか。
　・個人情報の保護は必要であるが、過剰に反応し、自治会活動に支障が出ているものもある。
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第１０条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第９条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１０条

2

協働（協働の推進） 第10回市民会議資料3の条文

事業者・教育機関の協力 第9条

教育機関は、保有する資源を活用し、さまざまなまちづくりの主体と連携、協力し、
協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公
益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとす
る。

教育機関は、保有する資源を活用し、さまざまなまちづくりの主体と連携、協力し、
協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

（事業者・教育機関の協力）

・文化施設の学芸員はこの条例上どのような取り扱いになるのか。
⇒文化施設の学芸員は『市民』に入る。また教育機関は文化的な機関である。

・第2項の教育機関の協力としては空き教室の地域への開放などが想定できる。

（事業者・教育機関の協力）

事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公共的又は公
益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとす
る。
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第１０条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１０条は、協働によるまちづくりの一員である事業者や教育機関の役割を定めています。

【条文の説明】
　《第１項》
　・事業者に対して、地域社会を構成する一員として、地域社会と調和を図りながら、様々な地域
　　の活動や市民活動に対する協力を期待しています。

　・事業者自ら社会貢献活動を通じて、積極的にまちづくりに参加することもありますし、様々な活
　　動に対する側面的な支援なども考えられます。
　　側面的な支援としては、従業員等に地域の活動や市民活動に参加しやすい環境をつくった
　　り、活動に対して助成や寄付を行う、物的な支援を行うなど様々な形が考えられます。

　《第２項》
　・市内には、小学校、中学校、高等学校、大学など様々な教育機関があり、児童や生徒、学生
　　が在籍しています。また、専門的で多分野にわたる学術的な資源も保有しています。
　　こうした様々な資源を活かして、地域貢献活動や社会貢献活動を実践している教育機関も
　　ありますが、そうした活動が今以上に促進されることを期待しています。

【意見等】
　《第6回市民会議意見》
　・まちづくりに対して、高等教育機関には専門的な知識を提供を求める。

　《第3回調整会議意見》
　・高等教育機関も事業者。まちづくりの主体の一つではあるが、側面支援になると思う。
　・中小企業にどこまで求めるのか。参加や協力を求める内容になるのではないか。
　・事業者には本来の事業活動がある。
　・「高等教育機関」に限定する必要はないので、「教育機関」にしたら良いのではないか。

　《その他の意見》
　・市民活動に理解を示してもらう。
　・できる範囲での社会貢献をしてもらう。
　・ワークライフバランスを推進する。
　・先生や地域が子どもの参加を促しやすい環境をつくりたい。
　・大学生の活力を活かす。
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第１１条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１０条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１１条

2

協働（地域コミュニティ活動） 第10回市民会議資料3の条文

地域コミュニティの役割 第10条

地域コミュニティは、様々な団体と交流・連携してまちづくりを推進するものとす
る。

地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くし、地域の課題の解決に向けて、計
画的に取組み、安心で安全な地域づくりに努めるものとする。

地域コミュニティは、各種団体と交流・連携してまちづくりを推進するものとする。

（地域コミュニティの役割）

・様々な団体の様々という文言が気になる。各種団体としてはどうか。

・「安心で安全な」という言葉に防災等あらゆる意味が含まれている。

（地域コミュニティの役割）

地域コミュニティは、地域住民のつながりを強くし、地域の課題の解決に向けて、計
画的に取組み、安心で安全な地域づくりに努めるものとする。

- 23 -



第１１条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１１条は、協働によるまちづくりを推進する上での、地域コミュニティの役割を
　　定めています。

　・この条文は、第１４条の市民活動団体の役割に関する規定と並列的に記述しています。

【条文の説明】
　《第１項》
　・地域コミュニティとは、自治会をはじめとして、子ども会や婦人会、PTA等の地縁を主な
　　つながりとした、地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により、住み良い地域
　　社会を構築することを目的として構成された集まりのことをいいます。
　
　　・地域の課題は、地域が一番よくわかっていますので、地域のことはまず地域で考えて
　　解決していく、「自分たちでやれることは自分たちでやろう」という「住民自治のまちづくり」
　　が重要になります。

　　・こうしたことから、地域コミュニティは、安心・安全で住みよい地域社会を築いていくため
　　に、住民同士が親睦を図り、絆を深め、互いに助け合いながら、地域の課題に計画的に
　　取り組んでいくこととしています。

　　《第２項》
　　・地域の課題は、多種多様なものがあります。そのため、地域コミュニティは、その解決に
　　まちづくりに関わる各種主体と連携、協力しながら解決していくことが必要になります。

　・地域コミュニティは、地域に密着した活動を展開するうえで、その地域の特性を活かし、
　　まちづくりに関わる各種主体と連携しながら、協働によるまちづくりの推進に寄与する
　　ことが求められています。

【意見等】
　《第6回市民会議意見》
　・住民自治を基本にした活力あるまちづくりが重要である。
　・安心安全なまちづくりにはまちづくりに関わる各種団体との協力、連携が必要である。

　《第7回市民会議意見》
　・地縁型コミュニティ　、家庭的なコミュニティ活動の進展により、問題は身近なところで
　　解決し、安心、安全な暮らしができるようにしたい。
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第１２条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１１条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１２条

2

市民は、地域コミュニティ活動を理解し、地域活動に主体的に参加、協力するよう努
めるものとする。

市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを
守り育てるように努めるものとする。

・第1項の「協働により」は省いた方がわかりやすくて良いのではないか。

（地域コミュニティ活動の推進）

市民は、地域コミュニティ活動を理解し、協働により地域活動に主体的に参加、協力
するよう努めるものとする。

市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを
守り育てるように努めるものとする。

（地域コミュニティ活動の推進）

協働（地域コミュニティ活動） 第10回市民会議資料3の条文

地域コミュニティ活動の推進 第１１条
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第１２条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１２条は、地域コミュニティが協働によるまちづくりを推進するための、市民の役割を
　　定めています。

　・この条文は、第１５条の市民活動の推進に関する規定と並列的に記述しています。

【条文の説明】
　《第１項》
　・安心・安全で住みよい地域社会を築いていくために、市民一人ひとリが、まちづくりの
　　主役であるという認識を持ち、地域活動に主体的に参加、協力することが重要です。

　《第２項》
　・市民は、自らが地域コミュニティを動かす原動力であることを認識し、その活動が継続的
　　かつ安定して行えるように、地域コミュニティを大切に守り育てていく必要があります。

　
【意見等】
　《第7回市民会議意見》
　・地域コミュニティと難しく考えすぎず、誰もが参加しやすい活動だと理解してもらう。
　・多様な人がいるから、地域コミュニティとして豊かになる。それが認められる地域とする
　　よう努力する。
　・地域における連帯感や公共心の希薄により、地域コミュニティの機能が低下しつつある。
　　これに歯止めをかけたい。

　《第3回調整会議意見》
　・『地域コミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てる』を残したい。
　　ここを特出ししたい。ここが山口らしさではないか。

　《その他の意見》
　・地域のことは、市民の参加を得て、その意思と責任において行う。
　・市民一人ひとりが主体である。
　・自治会に加入していない人が出てきている。未加入者の問題は、これからの地域の
　　まちづくりにおいて大きな課題である。
　・全ての人が自治会活動に協力してもらうのは現実的には困難である。この現実も踏まえ
　　ておく必要がある。
　・自治会活動の進め方も見直しが必要ではないか。
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第１３条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１２条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１３条

・今の現状で地域コミュニティに対して支援はできないのか。

⇒任意の団体に対し、義務規定「～ねばならない」としてはその関係性が崩れる恐れがある。
また、支援には、予算を伴い、別の場での議論が必要になってくる。条例に「～できる」という規定があれ
ば、それを根拠に予算措置も可能になると思われる。

（地域コミュニティ活動への支援）

市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、地
域コミュニティに対して情報の提供や活動拠点の整備など必要な支援をすることがで
きる。

市は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、地
域コミュニティに対して情報の提供や活動拠点の整備など必要な支援をすることがで
きる。

（地域コミュニティ活動への支援）

協働（地域コミュニティ活動） 第10回市民会議資料3の条文

地域コミュニティへの支援 第12条
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第１３条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１３条は、地域コミュニティ活動に対する市の支援を示しています。

　・この条文は、第１６条の市民活動団体への支援に関する規定と並列的に記述して
　　います。

【条文の説明】
　・市は、地域コミュニティ活動が促進するため、必要な支援ができることとしています。

　・市が地域コミュニティに対して行う支援は、地域コミュニティの主体的なまちづくりを
　　支援するためのものであり、地域コミュニティの自主性、自立性が損なわれないように
　　配慮する必要があることから、「自主性及び自立性を尊重し」と表現しています。
　

【意見等】
　《第7回市民会議意見》
　・まちづくりに関わる各種主体とのネットワーク作りについては、市の協力が必要である。
　・地域コミュニティ活動に対して、市の助成（人的・資金）が必要である。
　・職員は一個人として、地域コミュニティ活動に対して、参加、協力して欲しい。

　《第6回市民会議意見》
　・まちづくりに関わる各種主体をつなぐためのコーディネーターの育成が必要である。

　《その他の意見》
　・ネットワークづくりの必要な情報提供については、市に協力してほしい。
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第１４条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１３条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１４条

2

市民活動を組織的かつ継続的に行う団体（以下「市民活動団体」という。）は、市民
活動の持つ社会的意義を自覚し、自らの持つ知識と専門性を活かしてまちづくりに貢
献するよう努めるものとする。

市民活動団体は、積極的に情報提供を行い、活動の輪を広げるとともに、自らの活動
内容が市民に理解されるよう努めるものとする。

・専門能力を個性としてはどうか？
⇒市民活動団体はテーマ性であり、それを追求すれば知識や専門性は増えてくるはず。もしそれを否定し
てしまうと、市民活動団体の存在意義を問われかねない。専門性という言葉は大事にしなければならない。
条文の専門能力を専門性としてはどうか。

・市民活動団体は自らの専門性を意識した上で、市民に対してわかりやすい情報提供を行う能力を身に着
けないと、ただの自己満足に終わってしまう。それでは市が支援する意味はないと思う。そこを意識し、力を
つけていくことが市民活動団体の役割であると思うので、それを条文に謳うことは良いことだと思う。

・市民活動団体は自分達の団体のこと以外わからないので、市民活動自体の広報はできない。市民活動
についてわかりやすい情報提供は行政がやるべきではないか。
⇒「市民活動のわかりやすい」という文言がいらない。この条文は、市民活動団体が自分達の団体のことを
市民にわかりやすく情報提供することを意図していたが、この文言があることにより、意味が取りにくい。大
事なことは外に出て行き、市民に対して、自分達の活動の意義を積極的に情報提供することである。

・第2項の「多くの市民」の「多くの」はいらないのではないか。

（市民活動団体の役割）

市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義を自覚し、自らの持つ専門能力を活かし
てまちづくりに貢献するものとする。

市民活動団体は、多くの市民に市民活動のわかりやすい情報提供を行い、活動の輪を
広げるとともに、自らの活動内容が市民に理解されるよう努めるものとする。

（市民活動団体の役割）

協働（市民活動） 第10回市民会議資料3の条文

市民活動団体の役割 第13条
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第１４条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
・第１４条は、協働によるまちづくりを推進する上での、市民活動団体の役割を
　定めています。

・この条文は、第１１条の地域コミュニティの役割に関する規定と並列的に記述しています。

【条文の説明】
　《第１項》
　 ・市民活動とは、営利を目的としない市民の自主的、主体的な社会貢献活動で、阪神・淡
　　路大震災を契機として顕在化し、特定非営利活動促進法（NPO法）などの法的な基盤も
　　整備されたことにより、多様な公益的サービスの担い手、社会を支える新たな力として広
　　く認識されるようになりました。

　　市民活動には、次のような特性、特徴があります。
　（1）自主性、主体性
　（2）個別性、多様性
　（3）先駆性、開拓性
　（4）柔軟性、機動性
　（5）専門性、提言性
　（6）地域性、当事者性
　
　・市民活動団体は、自らが取り組む活動が果たす社会的意義を自覚し、専門性や先駆性
　　等をいかし、自己の責任のもと、協働によるまちづくりに貢献するよう努めることとしてい
　　ます。

　《第２項》
　・市民活動団体がその活動を継続していくためには、自らの活動が広く市民に理解され、
　　受け入れられるよう努めることが必要です。
　　また、市民活動団体は、市民活動に参加して地域社会に貢献したいと願う市民に対し
　　て、市民活動に参加するきっかけをつくり、その楽しさを理解してもらう必要があります。
　　そのためにも、各市民活動団体の特性や、参加のきっかけとなる、分かりやすい情報
　　提供を行い、市民意識の醸成を図っていくものとします。

　・また、市民活動を行う団体自身も、その活動が社会的な評価を受けるためには、
　　自らの活動を広く情報公開することにより、透明性を確保することも求められます。

【意見等】
　《第６回市民会議意見》
　○市民活動団体の役割
　・目的を共有する市民の参加を推進するため、市民生活に密着した様々なことを行政
　　と係り合いを持ち、タイアップしながら、体験できる場の提供を進めて行く。
　・専門知識が必要とされる場合や、予期せぬ問題が起こった場合に、ノウハウを提供し、
　　解決に向けて支援する。
　・積極的にまちづくりに参画し、自らが活動、行事の主体となって、自治体と協働するよう
　　に努める。

　《第２回調整会議意見》
　○市民活動団体の役割
　・市民活動団体は、社会を担っている様々な主体を尊重し、連携、協力し合うことで力を
　　発揮し、成果をあげる。
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第１５条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１４条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１５条

・第１１条の地域コミュニティとの対になっている条文

・第１１条第1項の地域コミュニティは「主体的」、この条文は「自発的」になっている。
⇒まず自分達の活動を理解してもらい、自分では活動できない人から、応援してもらうことが市民活動団体
のモチベーションを高めるのに重要なこと。市民活動団体が社会に必要なものであり、気にかけるという行
動を市民に起こして欲しいと期待をこの条文には込めている。

・この条例は地域コミュニティは自治会が、市民活動団体はNPOがイメージされて、それぞれが対になるよ
うにバランスを持たせて構成しているので、地域コミュニティの第11条第2項にある「市民は、自らが地域コ
ミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるように努めるものとする。」にあたる条
文、例えば「支援をする」などの文言が市民活動団体についても必要なのではないか。

（市民活動の推進）

市民は、市民活動への理解を深め、自発的にその活動に参加するよう努めるものとす
る。

市民は、市民活動への理解を深め、自発的にその活動に参加又は協力するよう努める
ものとする。

（市民活動の推進）

協働（市民活動） 第10回市民会議資料3の条文

市民活動の推進（市民の役割） 第14条
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第１５条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１５条は、市民活動を推進するための、市民の役割を示しています。

　・この条文は、第１２条の地域コミュニティ活動の推進に関する規定と並列的に記述して
　　います。

【条文の説明】
　・市民活動は、その目的に応じて様々な分野にわたっており、市民は自分の関心の
　　ある分野の活動に、自発的に参加または協力することにより、自らの経験や能力を
　　活かし、社会に貢献することにより、生きがいを得ることができます。
　　また、市民一人ひとりが、市民活動の果たす社会的な意義や役割を理解し、応援する
　　ことで、市民活動団体を動かす原動力となり、まちづくりに貢献することもできます。
　　そのため、市民は、自発的に市民活動に参加、協力することとしています。

【意見等】
　・市民が、市民活動を支える仕組みが必要である。

-　32　-



第１６条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１５条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１６条

（市民活動団体への支援）

協働（市民活動） 第10回市民会議資料3の条文

市民活動への支援 第１5条

・第１２条の地域コミュニティとの対になっている条文

（市民活動団体への支援）

市は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、市民活動団
体に対して必要な支援をすることができる。

市は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため、市民活動団
体に対して必要な支援をすることができる。
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第１６条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１６条は、市民活動に対する市の支援を示しています。

　・この条文は、第１３条の地域コミュニティ活動への支援に関する規定と並列的に記述して
　　います。

【条文の説明】
　・市民活動への支援としては、交流の場や情報・ノウハウの提供の他、財政的な支援等が
　　考えられます。現在、市では市民活動支援センター（さぽらんて）を設置していますが、
　　今後はその機能の充実を図っていきます。

　・市民活動への支援を行うにあたっては、その活動の公益性や活動内容の透明性、
　　及び市が行った支援による効果について詳しく検証していく必要があります。

【意見等】
　《第６回市民会議意見》
　・中間支援組織は、産業、市民、学校、官の４つの主体をつなげ、支援するための組織を
　　考えています。この中でも、市民活動支援センターが、より情報を発信しやすくなるよう、
　　一層の充実を考えています。

　《第２回調整会議意見》
　（市民活動を促進するための市の役割）
　・社会を担っている様々な主体の特性を認識し、積極的に情報収集に努める。
　・市民に対して、協働事業の事例をプロセスから分かりやすく伝える。

　《その他の意見》
　・市は、交流できるようサポートを行う。
　・市民活動への共通理解が必要
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第１７条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１６条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１７条

2

市民は、総合計画その他の市の基本的な計画の立案、実施、評価に至る過程において
参画することができる。

市は、市民が市政に参画する権利を保障するため、参画機会の確保に努めなければな
らない。

・市の基本的な計画の例示で総合計画があげてある。
⇒まちづくりに関わる計画ではどうか。

・総合計画は市の最上位のもの。それに基づく部門計画についても市民参画の対象になると考えている。
⇒それを解説書に書いても良いのではないか。
・「総合計画などの」とすると対等な意味合いが出てしまうので、「総合計画をはじめとする」と文言を整理し
たらどうか。

・第2項に市民参画についての全てが入って総括されている。
⇒あえて特出しで計画について謳っているのが、第1項になる。

（市民参画機会の保障）

市民は、総合計画などの市の基本的な計画の立案、実施、評価に至る過程において参
画することができる。

市は、市民が市政に参画する権利を保障するため、参画機会の確保に努めなければな
らない。

（参画機会の保障）

市民参画 第10回市民会議資料3の条文

参画機会の保障 第16条
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第１７条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１７条は、市政への市民参画、開かれた市政を実現するための市民の権利と
　　市の役割を定めています。

【条例の解説】
　《第１項》
　・市民は、市の基本的な計画の立案から評価までの過程において、参画することが
　　　できます。

　《第２項》
　・市は、協働によるまちづくりを進めるために、立案から評価までのプロセスに参画
　　しやすいしくみをつくることにより、市民の市政への参画をより身近なものにする
　　こととしています。

【意見等】
　《第３回調整会議意見》
　・市民参画の範囲についてだが、市政の全てに参画してたら市民が持たないので、
　　参画の範囲については推進委員会で決めたらどうか。
　・いつでも参画できますよという間口を広げることが大事ではないか。参画できるメニュー
　　として、パブコメ・審議会等をあげておく。
　・参画する権利を受ける条文になる。市民が市政に対し、ものを言う権利を保障する。

　《その他の意見》
　・市民に容易に参画できるように配慮する。
　・市民の意向を的確に把握し、施策に反映させる。

事務局から

○例示をする場合の用語の使い方について

　例示をする場合には、「その他の」を使います。
　「その他の」は、前に掲げられたものが「その他の」後に規定される語句の中に含ま
れ、その一部をなす場合に用いられます。

（例）
　「野球場、陸上競技場その他の運動施設」という場合は、「野球場」「陸上競技場」は
「運動施設」の例示になります。
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第１８条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１７条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１８条

・「市民の参画を基本にした」は条文にはいらないのではないか。
⇒思いを解説文に詳しく書く。

・市政運営と行政運営の違いは何か。
⇒文言の整理を行う。

（行政運営）

市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民の参画を基本にした行政運営を
行わなければならない。

市は、市民の意思が適切に反映されるよう行政運営を行わなければならない。

（市政運営）

市民参画 第10回市民会議資料3の条文

市政運営 第17条
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第１８条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１８条は、市民参画を基本とした行政運営について示しています。

【条文の説明】
　・市は、協働によるまちづくりを進めるために、市民の意向を的確に把握し、施策に適切に
　　反映されるように行政の運営を行うこととしています。

【意見等】
《第６回市民会議意見》
　・市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民の参画を基本に行政運営を行う。
　・市は、市民が容易に市政に参画できるよう配慮する。
　・市は、市民の意向を的確に把握し、施策に反映させる。
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第１９条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１８条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第１９条

2

市は、総合計画その他の市の基本的な計画を策定するときは、事前に案を公表し、市
民の意見等を求めるものとする。

・第１項　「総合計画など」⇒「総合計画をはじめとする」に変更

・第１項「市民の意見等を求める」という表現は、国の行政手続法の中でも使われている表現であり、ここで
は、市民の理解を求めるという意味は含んでいない。

（パブリック・コメント）

市は、前項で提出された意見等に対する市の考え方を公表しなければならない。

市は、総合計画などの市の基本的な計画を策定するときは、事前に案を公表し、市民
の意見等を求めるものとする。

市は、前項で提出された意見等に対する市の考え方を公表しなければならない。

（パブリック・コメント）

市民参画 第10回市民会議資料3の条文

パブリック・コメント 第18条
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第１９条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第１９条では、「パブリック・コメント」を第１７条で保障されている市民参画の手法の
　　一つとして位置づけ、市民が意見表明する制度である「パブリック・コメント」につい
　　て定めています。

【条文の解説】
　《第１項》
　・市が市民生活に大きな影響を及ぼすような基本的な計画の策定などを行うに
　　あたっては、早い段階において案を事前に公表し、市民からその案についての
　　意見を募集することとしています。

《第２項》
　・市民からの意見を聴取するだけでなく、提出された意見の内容、及びその意見に
　　対する市の考え方を公表していくこととしています。

【意見等】
　《第３回調整会議意見》
　・市政参画できるメニューを出して、わかりやすくしてはどうか。
　・たくさんの市民の意見収集ができるよう、収集の仕方を検討する。
　・パブコメの結果を具体的に市政に反映させる。
　・結果はきちんと公表し、反映できないときはその理由を説明してほしい。
　

　【用語の補足説明】
　　パブリック・コメント…パブリック・コメントは、市の執行機関が、重要な計画等を
　　　　　　　　　　　　　　　策定する際に、市民が意見等を述べる機会を保障し、また提出
　　　　　　　　　　　　　　　された意見に対する市の考え方を公表することにより、
　　　　　　　　　　　　　　　説明責任を果たし、市民参画の促進、市政の透明性・公正性
　　　　　　　　　　　　　　　の向上を図ることを目的として実施するものです。
　　　　　　　　　　　　　　　なおパブリック・コメントは、市民に賛否を問い、意見等の多寡
　　　　　　　　　　　　　　　により判断するような投票制度ではありません。
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第２０条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第１９条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２０条

2

市は、附属機関等（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の
規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれらに類する合議制の組織をい
う。以下同じ。）の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選
考するよう努めるものとする。

市は、附属機関等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成及び地域性等を考慮
し、幅広い分野から人材を登用するとともに、市民の多様な意見が反映されるよう努
めるものとする。

・第２項　「男女比率」の文言については、条文上明記してほしい。
⇒審議会等の女性委員の比率を３０％とする目標が、まだ実現されていないから。

・委員の年齢構成が高いことが多く、若い人を入れるよう努力すべきなので、「年齢構成」についても明記し
ておいたほうがよい。

・「他の附属機関等の兼職状況」については、事務局がチェックすればよいので、条文上は不要ではない
か。

・幅広い「地域」からの人材登用の視点は必要である。

・行政が事業を進める上で、充職として関係団体の代表者に関与してもらうことは必要だが、参加しても消
極的なことが多い。

・公募委員については、現実的に従来のやり方ではなかなか人が集まらない。

（附属機関等の委員）

市は、附属機関等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選
考するよう努めるものとする。

市は、附属機関等の委員を選任するときは、男女比率や年齢構成、他の附属機関等の
兼職状況等を考慮するととともに、幅広い分野から人材を登用することにより、市民
の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。

（附属機関等の委員）

市民参画 第10回市民会議資料3の条文

審議会等への参画 第19条
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第２０条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２０条は、市民の市政への参画を進めるため、附属機関の委員を選任のあり方
　　について定めています。

【条文の説明】
　・附属機関とは法律又は条例の定めるところにより、行政執行の前提となる調査、
　　調停、審査等を行うために市が設置する審査会、審議会等の機関のことをいいます。
　　学識経験者や関係者、一般市民等で構成する附属機関等は、行政のプロセス
　　において重要な役割を担っており、市民参画を実現する重要な方法の一つとして
　　位置づけられています。

　・附属機関等は、その設置目的や役割が多種多様であり、専門性を必要とされる場合も
　　多くありますので、委員の構成については、附属機関等の設置目的や役割等に応じて、
　　公募委員比率、男女委員比率、年齢構成、地域構成等を考慮し、選任します。
　

《第１項》
　・市政に市民の視点からの意見を反映させ、より一層の市民参画を推進するという
　　観点から、附属機関等には公募委員を含めるよう努めることを規定しています。

《第２項》
　・市は附属機関の委員を選任するにあたっては、多様な意見を市政に反映するため、
　　次の点について考慮するよう努めることとしています。
　（1）「男女比率」については男女共同参画の推進の観点から
　（2）「年齢構成」については、幅広い世代の意見を反映させるという観点から
　（3）「地域性」については、特定の地域への偏りを避け、特色のある地域ごとの意見を
　　　反映させるという観点からこれらを総合的に考慮して、幅広い分野から人材を登用する
　　　よう努めることとしています。

　
【意見等】
　《第３回調整会議意見》
　・市政参画できるメニューを出して、わかりやすくしてはどうか。

　【用語の補足説明】
　　附属機関…法律又は条例の定めるところにより、行政執行の前提となる調査、調停、
　　　　　　　　　　審査等を行うために市が設置する審査会、審議会等の機関のことを
　　　　　　　　　　いいます。
　　　　　　　　　　またこの他に、学識経験者、市民等の意見を求め、これを行政に
　　　　　　　　　　反映させることを主な目的として、要綱等により設置される委員会等
　　　　　　　　　　の「私的諮問機関」もあります。

-　42　-



第２１条 
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２０条

2

3

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２１条

2

3

市は、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況についてわかりやすい資料を作成
し、公表しなければならない。

市は、社会経済情勢の変化や多様化する課題等に的確に対応するため、市民にわかり
やすく機能的で効率的な組織運営に努めるものとする。

市は、効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、市民の満足度の向上に努めなけ
ればならない。

・第１項の「計画的、効率的、かつ効果的、成果志向」という表現について、ことば一つ一つに意味があるは
ずだが、きちんと内容を考えて使っているか疑問がある。

・「成果志向」は数字が重視されるが、総合計画にもあるように、数字に表れにくい「市民の満足度の重視」
という視点も必要ではないか。
　
・健全な財政運営するのは当然のことであり、この条例であえて「健全財政運営」を言及するはっきりとした
理由が見えない。
⇒健全財政運営は協働のまちづくりと趣旨がちがうので、この条文は削除するか、残すのであれば、まち
づくりに関連した内容に改める必要があるのではないか。
⇒各委員に宿題として、考えてきて欲しい。

（行財政運営）

市は、計画的、効率的かつ効果的で、成果志向を重視した健全財政運営をするものと
する。

市は、投資効果について、市民に分かりやすく公表するものとする。

市は行政組織の構成に当たっては、行政推進が円滑かつ効率的に運営できるよう、職
員の適材適所の配置に努めるものとする。

（行財政運営）

市の責務・役割 第10回市民会議資料3の条文

行財政運営 第20条
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第２１条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　第２１条は市の責務としての行財政運営のあり方について定めています。

【条文の説明】
《第１項》
　・市は、自治体経営という観点から、持続可能な健全財政を確保し、最小の経費で最大の
　　効果をあげるように努めることとしています。また、市の財政状況を公表し、市民に理解
　　してもらうために、わかりやすい資料を作成して公表することとしています。
　　市民に財政状況を明らかにすることは、開かれた行政運営、その透明性の確保の意味
　　からも重要であると考えています。
　
《第２項》
　・市は、これからの公共サービスを提供する際には、より効率的で質の高い行政サービス
　　を提供し、市民の満足度を向上するよう努めることとしています。

《第３項》
　・市は、社会情勢の変化や、様々な課題に対応した行政サービスを提供するため、市民に
　　とってわかりやすい、効率的で機能的な組織運営になるよう努めることとしています。

【意見等】
　《第６回市民会議意見》
　○財政運営に関すること
　　・市は中長期的な展望に立って、財政運営健全化計画に基づき、効率的かつ効果的な
　　　財政運営を図り、財政の健全性の確保に努めなければならない。
　　・市は財政運営に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるように努めるとともに、
　　　市民の満足度の向上と成果志向jを重視した財政運営に努めなければならない。

　○財政運営公表に関すること
　　・市は財政運営状況について、市民に分かりやすく公表しなければならない。

　○組織運営に関すること
　　・組織のスリム化
　　・横断的な人材配置による業務の円滑化

《その他の意見》
　　・行政は、各計画の進行状況や結果、成果指標を公表していく。
　　・行政は、良いことも、悪いこともわかりやすく公表していく。
　　・最小の経費で、最大の効果をあげる。
　　・市民の満足度の向上、成果志向を重視した行政運営をする。
　　・時代にあった行政組織を構成する。
　　・組織の横断的な調整が必要。縦割りをやめる。
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第２２条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２１条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２２条

2

市の責務・役割 第10回市民会議資料3の条文

市職員の人材育成、意識改革 第21条

職員は、相互の信頼関係の向上及び能力向上のための自己研鑽に努めなければならな
い。

市長は、市職員に対して協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員が協
働によるまちづくりの重要性の認識を深めるよう努めるものとする。

市職員は、自らの職務能力の向上のための自己研鑽に努めるとともに、市民との信頼
関係を深めるよう努めなければならない。

（市職員の育成、意識改革）

・１項、２項について、この条文は、一般的な市職員の能力向上を目的としているわけではなく、地域や自
治会の行事に参加することを期待する意味を込めている。
⇒「まちづくり」に関することという文言を補足する必要あるのではないか。

（市職員の育成、意識改革）

市は、職員の意識・能力向上のための人材育成研修を行うものとする。
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第２２条（解説） 

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２２条は、市民と協働してまちづくりを行うため、市職員の育成や自己研鑽などについて
　　定めています。

【条文の説明】
　《第１項》
　・地方分権が進展するなか、市民参画や協働のまちづくりを進めていくためには、今以上に
　　市職員の職務能力の向上や資質の向上が求められてきます。そのため市は、研修などを
　　通じて市職員の育成や意識改革を図っていくこととしています。

　《第２項》
　・市職員も協働によるまちづくりを推進するため、自己研鑽に努めます。また市職員は、
　　まちづくりの主体が市民であるということを踏まえ、市民との信頼関係のもとでまちづくりを
　　推進していくこととしています。

【意見等】
　・職員に協働の意義について理解させる必要がある。
　・行政がコーディネーター（ファシリテーション）の役割を担えるくらいになってほしい。
　・まちづくりを進めるため、リーダーシップを発揮する人材の育成を。
　・職員は、市民の信頼向上に努める。
　・職員も一市民として地域の活動に積極的に協力する。
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第２３条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２２条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２３条

2

市の責務・役割 第10回市民会議資料3の条文

説明責任 第22条

市は、まちづくりに関する市民の意見、要望等に対して応答するよう努めるものとす
る。

市は、施策の立案から実施及び評価の各段階において、その内容や効果等を市民にわ
かりやすく説明するよう努めるものとする。

市は、市民からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、適切かつ誠実に応えるよ
う努めるものとする。

（説明責任）

・第１項　「的確かつ」は削除

・「説明責任」とは、ただ、説明するだけではなく、相手が理解しやすいように分かりやすく説明することをい
う。
　市民が理解するためには、聞かれたことだけでなく、場合によっては仕組みから説明する必要がある。

・第２項「応答」では言葉の意味合いが弱い⇒「適切に対応」に文言を訂正してはどうか。

（説明責任）

市は、総合計画の推進にかかる内容について、市民が理解し易く的確かつ速やかに公
表開示を行うものとする。
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第２３条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２３条は、説明責任と応答責任について定めています。

【条文の説明】
《第１項》
　・市は、施策の立案から実施、評価の各段階において、実施する施策の内容やその効果につ
　　いて市民に理解を得るため、わかりやすく説明する責任があります。
　・従来の説明責任は、事後（結果）の説明に重点が置かれていましたが、今後、施策の計画
　　段階からその内容や必要性などについて説明し、市民に理解が得られるよう求めるものとし
　　ています。

《第２項》
　・市は、市民からの質問や要望、提言、意見、苦情等に対し、適切かつ誠実に応えることとして
　　います。

【意見等】
　・市は、施策の内容を市民に説明する責務がある。
　・市は、市民に理解されるような説明に努める。
　・明確、速やか、わかりやすく説明する。

【用語の補足説明】
　説明責任・・・市民に対し、市の業務についての行為の理由若しくは行為の根拠を明らかにし、
　　　　　　　　　納得が得られるようわかりやすく説明することをいいます。
　　　　　　　　　アカウンタビリティ(Accountability）ともいわれます。
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第２４条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２３条

2

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第24条

（情報の提供）

市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに公開できるように
整理保存、管理しなければならない。

市は、協働を推進するため、まちづくりに関する情報を、適切な時期、適切な方法に
より市民に提供するよう努めるものとする。

市は収集した情報は市報などさまざまな手法により公開に努めなければならない。

（情報公開）

市の責務・役割 第10回市民会議資料3の条文

情報の提供 第25条
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第２４条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２４条は、市のまちづくりに関する情報について、適切な時期、適切な方法により、市民に
　　わかりやすく提供することを定めています。

【条文の説明】
　・市の保有するまちづくりに関する情報の提供は、協働によるまちづくりを進めるために重要な
　　取り組みです。そのため、情報の提供に当たっては、多くの市民がまちづくりに主体的に参加
　　し、協働を推進することができるように、その内容に応じ、適切な時期、適切な方法により行う
　　こととしています。

　・情報の提供は、市報やホームページ、市政情報コーナーなど様々な媒体を通じて行います
　　が、情報の受け手である市民にわかりやすく行うこととしています。

【意見等】
　・情報は、受けて側のことを考えて発信する。
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第２５条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２５条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２５条

（山口市○○○○推進委員会）　※名称は未定

条例の評価・推進機関 第10回市民会議資料3の条文

委員会の設置 第25条

（山口市○○○○推進委員会）　※名称は未定

市長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、山口市○○○○推進委員会（以
下「委員会」という。）を設置する。

市長は、この条例を見守り育て、実効性を高めるため、山口市○○○○推進委員会
（以下「委員会」という。）を設置する。
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第２５条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２５条は、この条例の評価や見直しを行う附属機関として、「山口市○○○○推進委員会」
　　を設置することを定めています。
　　（第２６条と第２７条で、所掌事務や組織を定めています。）

【条文の説明】
　・この条例を見守り、育て、協働推進の実効性を高めるため、市長の常設諮問機関として委員
　　会を設置することとしています。

【用語の補足説明】
　附属機関・・・法律又は条例の定めるところにより、行政執行の前提となる調査、調停、審査等
　　　　　　　　　 を行うために市が設置する審査会、審議会等の機関のことをいいます。

【意見等】
《第3回調整会議意見》
　・条例の推進がうまくいくような組織にしてほしい。

　・推進委員会がいままでの審議会と同じものではおもしろくない。市民からアンケートをとり
　　審議会で図るといった手法はどうなのか。
　⇒推進は事務局任せではなく、推進委員会で行う気概が必要ではないか。
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第２６条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

（所掌事務）

条例の評価・推進機関 第10回市民会議資料3の条文

所掌事務 第26条

 
第２６条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。
 (1) この条例の適切な運用に関すること
 (2) この条例の見直しに関すること
 (3) その他市長が必要と認めること
２　委員会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項について調査、審議するものとする。
 (1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること
 (2) 市民参画推進の施策に関すること
 (3) 地域コミュニティ、市民活動の促進に係る施策に関すること
 (4) その他市長が必要と認めること

（所掌事務）

第２６条　委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、市長に答申するものとする。
 (1) この条例の適切な運用に関すること
 (2) この条例の見直しに関すること
 (3) その他市長が必要と認めること
２　委員会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項について調査、審議するものとする。
 (1) 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること
 (2) 市民参画推進の施策に関すること
 (3) 地域コミュニティ、市民活動の促進に係る施策に関すること
 (4) その他市長が必要と認めること
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第２６条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２６条は、「山口市○○○○推進委員会」の所掌する事務を定めています。

【条文の説明】
　・推進委員会は本条例の効果的な運用を協議、検討するとともに、市における協働事業や
　　市民活動推進施策等の状況を把握し、その問題点や改善策などについて意見を述べる
　　役割を担うこととしています。

　・市長が諮問し、委員会が答申する事項として、①条例の適切な運用に関すること、②条例
　　の見直しに関すること、③その他市長が認めることを定めています。
　　その他に、協働によるまちづくりや市民参画の推進施策、地域コミュニティや市民活動の
　　促進に関する施策等について、調査審議することとしています。

【意見等】
　《第3回調整会議意見》
　・推進委員会の開催は年に何回ぐらいを想定しているのか。
　⇒何を図っていくかによって、回数は変わってくるが、少なくとも年二回と考えている。
　　諮問機関なので年何回やりなさいという形で規則で謳う形になる。
　・『調査、審議する』のが所掌事務ならば、年２回の開催では厳しいのではないか。
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第２７条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

（組織）

条例の評価・推進機関 第10回市民会議資料3の条文

組織 第27条

第２７条　委員会は、委員２０人以内をもって組織する。
２　委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
  (1) 公募による市民
  (2) 地域コミュニティ関係者
  (3) 市民活動団体関係者
  (4) 事業者
  (5) 学識経験者
  (6) 前５号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
３　委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　委員は、再任されることができる。
５　前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

（組織）

第２７条　委員会は、委員２０人以内をもって組織する。
２　委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
  (1) 公募による市民
  (2) 地域コミュニティ関係者
  (3) 市民活動団体関係者
  (4) 事業者
  (5) 学識経験者
  (6) 前５号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
３　委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
４　委員は、再任されることができる。
５　前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
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第２７条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２７条は、○○推進委員会の委員構成、委員の任期などについて定めています。

【条文の説明】
　・○○推進委員会の委員構成は、地域社会を支える各主体により協働のまちづくりを進める
　　という本条例の基本理念を踏まえ、公募委員をはじめ、地域社会を担う各種の主体や学識
　　経験者等により構成するものとしています。

【意見等】
《第3回調整会議意見》
　・地域コミュニティや市民活動団体の関係者は、ある程度の人数がいたほうがよい。
　⇒市民会議の申し合わせとして人数を決めておけばよい。
　・任期は２年か。
　⇒１年では短いのではないか。
　⇒委員の交代は、半数ずつ変わっていくのが望ましいのではないか。
　・委員は１５名程度でもよいのではないか。
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第２８条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２８条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２８条

（条例の位置づけ）

条例の位置付け等 第10回市民会議資料3の条文

条例の位置付け 第28条

（条例の位置づけ）

この条例は、まちづくりの基本原則であり、市は、他の条例、規則等を定める場合に
おいては、この条例で定める事項を最大限に尊重しなければならない。

この条例は、まちづくりの基本原則であり、市は、他の条例、規則等を定める場合に
おいては、この条例で定める事項を最大限に尊重しなければならない。
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第２８条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２８条は、この条例の位置づけについて定めています。

【条文の解説】
　・条例には優劣はないとされていることから、この条例の規定に違反する条例が無効である
　　ということにはなりませんが、この条例はこれからのまちづくりを進めるうえでの指針となる
　　条例です。市は、条例や規則の制定や改廃、解釈、運用など、市政運営にあたっては、
　　この条例の趣旨を最大限に尊重することとしています。
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第２９条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

第２９条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第２９条

（条例の見直し）

条例の位置付け等 第10回市民会議資料3の条文

条例の見直し 第29条

（条例の見直し）

市は、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。

市は、必要に応じ、この条例の見直しを行うものとする。

- 59 -



第２９条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第２９条は、この条例の見直しに関することを定めています。

【条文の説明】
　・まちづくりの進め方は、時代や社会情勢の変化などによって変わってきます。
　　この条例は、制定すること自体が目的ではありません。市民がこの条例の趣旨を理解し、
　　行動することによってこの条例の価値が高まってきます。条例を施行し、運用する中で、想定
　　していないことが発生したり、運用に当たって問題が生じることもあります。
　　こうしたことから、条例を市民とともに見直しを行い、必要に応じて改正する　「市民が見守り、
　　育てる条例」を目指します。

【意見等】
　《第3回調整会議意見》
　・絶えず条例を点検するという姿勢が出せればよい。育てる条例をアピールしたい。
　・条例の見直しは、必要に応じてその都度行うこととしたい。
　・見直しの期間や年数は入れない。
　・年数を明記すると、見直しの必要もないのに推進委員会を招集することになり、行政側も無駄
　　な業務が増えることも考えられる。
　・条例の見直しよりも協働の推進に力を注ぐほうが良いこともある。その場合には、年数規定が
　　ネックになることも考えられる。
　・見直しは、市の執行機関が状況を判断し、市長が推進委員会に諮問して答申をもらうことで良
　　いのではないか。
　　ただし、市で、パブリック・コメントや市民アンケートを実施するなど多くの市民の意見等を把握
　　し、推進委員会に情報提供をする必要がある。
　・見直ししても、条例を改正しないことも考えられる。運用の確認や変更だけの場合もある。
　・『必要に応じて』という言い方もあるが、『●年を超えない期間ごと』とあえて謳うことにより、
　　育てる条例という面をだすことができる
　・見直しを積極的に行う姿勢を●年という形でアピールしたほうがよいのでは
　　⇒条例をすぐ変えると重みがなくなるのでは
　　⇒絶えず条例を点検するという姿勢が出せればよい。必要に応じてでいいのではないか。
　　　　無駄な事務はやらないほうがいい。直すとこがないのに推進委員会を招集しても意味
　　　　がない。
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第３０条
大

項目

【第10回市民会議条文協議案】

 第３０条

【第10回市民会議条文協議内容】

【プロセス会議条文案】

第３０条

（委任）

雑則 第10回市民会議資料3の条文

委任 第30条

（委任）

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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第３０条（解説）

【条文の趣旨・説明、市民会議委員の意見等】

【条文の趣旨】
　・第３０条は、この条例に定めるもの以外で条例の施行に関して必要な事項は、市規則で定め
　　ることとしています。
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